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（
総
務
委
員
会
）

放
送
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
承
認
第
二
号

（
衆
議
院
送
付
）
要

）

旨

本
件
は
、
放
送
法
第
七
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
放
送
協
会
の
平
成
二
十
四
年
度
収
支
予
算
、
事
業
計
画
及
び

資
金
計
画
に
つ
い
て
、
国
会
の
承
認
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
収
支
予
算

事
業
収
入
は
平
成
二
十
四
年
十
月
か
ら
の
受
信
料
値
下
げ
（
地
上
契
約
・
衛
星
契
約
の
場
合
で
月
額
最
大
百
二
十
円
）
等

に
よ
り
大
幅
な
減
収
と
な
る
が
、
公
共
放
送
の
機
能
強
化
と
放
送
・
サ
ー
ビ
ス
の
更
な
る
充
実
を
図
り
つ
つ
、
業
務
の
棚
卸

し
を
進
め
る
こ
と
で
経
費
を
削
減
し
、
一
般
勘
定
の
事
業
収
入
・
事
業
支
出
と
も
六
千
四
百
八
十
九
億
円
の
収
支
均
衡
予
算

と
し
て
い
る
。
受
信
料
収
入
は
、
値
下
げ
に
よ
り
前
年
度
比
二
百
十
七
億
円
の
減
収
が
発
生
す
る
が
、
契
約
件
数
の
増
加
や

未
収
削
減
に
努
め
、
百
二
十
三
億
円
の
増
収
を
図
り
、
六
千
二
百
六
十
九
億
円
を
確
保
す
る
。

二
、
事
業
計
画

平
成
二
十
四
年
度
は
、
三
か
年
経
営
計
画
の
初
年
度
と
し
て
、
公
共
放
送
の
原
点
に
立
ち
返
り

「
公
共

「
信
頼

「
創

、

」

」
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造
・
未
来

「
改
革
・
活
力
」
の
四
つ
の
重
点
事
項
、
具
体
的
に
は
、
安
全
・
安
心
を
守
る
公
共
放
送
の
機
能
強
化
、
東
日

」

本
大
震
災
か
ら
の
復
興
支
援
、
世
界
に
通
用
す
る
質
の
高
い
番
組
、
日
本
や
地
域
の
発
展
に
つ
な
が
る
放
送
の
充
実
、
放
送

と
通
信
の
融
合
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
の
開
発
、
効
率
的
な
経
営
の
推
進
に
よ
る
公
共
放
送
の
価
値
の
最
大

化
、
営
業
改
革
と
受
信
料
制
度
の
理
解
促
進
に
よ
る
受
信
料
の
公
平
負
担
の
徹
底
等
に
取
り
組
む
と
し
て
い
る
。

三
、
資
金
計
画

資
金
計
画
は
、
受
信
料
等
に
よ
る
入
金
総
額
七
千
四
十
九
億
円
、
事
業
経
費
、
建
設
経
費
等
に
よ
る
出
金
総
額
七
千
七
十

八
億
円
を
も
っ
て
施
行
す
る
。

四
、
総
務
大
臣
の
意
見

本
件
に
は
、
総
務
大
臣
か
ら
、
収
支
予
算
等
に
つ
い
て
は
、
受
信
料
値
下
げ
を
実
施
し
、
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や
増
収
等
に

向
け
て
取
り
組
む
と
と
も
に
、
震
災
を
踏
ま
え
た
公
共
放
送
の
機
能
強
化
に
も
取
り
組
む
こ
と
と
し
て
お
り
、
お
お
む
ね
妥

当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
し
た
上
で
、
受
信
料
値
下
げ
（
受
信
料
収
入
の
七
％
相
当
）
に
関
し
て
、
平
成
二
十
一
～
二
十

三
年
度
経
営
計
画
で
受
信
料
収
入
の
十
％
を
還
元
す
る
と
し
て
い
た
が
、
近
年
の
経
済
状
況
等
を
勘
案
す
れ
ば
、
や
む
を
得

、

、

。

な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の

更
な
る
業
務
の
効
率
化
等

不
断
の
取
組
が
期
待
さ
れ
る
旨
の
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る


